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別記様式第８号（規格Ａ４）（第９条関係） 

2020 年 9 月 10 日 

群 馬 県 知 事  あて 

所在地 336-17 群馬県太田市東別所町 427-44 

名称 特定非営利活動法人北関東医療相談会 

代表者氏名 後藤裕一郎   印 

電話番号  080-5544-7577 

 

事 業 報 告 書 等 提 出 書 

 

下記に掲げる前事業年度（2019年 4月 1 日から 2020 年 3月 30日まで）の事業報告書等について、特定

非営利活動促進法（以下「法」という。）第２９条（法第５２条第１項（法第６２条において準用する場

合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により、提出します。 

記 

１ 前事業年度の事業報告書 

 ２ 前事業年度の活動計算書 

 ３ 前事業年度の貸借対照表 

 ４ 前事業年度の財産目録 

 ５ 前事業年度の年間役員名簿 

 ６ 前事業年度の末日における社員のうち１０人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代

表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面 

 

注１ この提出書には、上記の提出書類各２部（法第５２条第１項（法第６２条において準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定により非所轄法人が提出する場合は、各１部）を添付すること。 

  ２ 特定非営利活動に係る事業のほか、その他の事業を行う場合には、活動計算書を一つの書類の中で別欄表示し、

また、その他の事業を実施していない場合は脚注においてその旨を記載する。 

  ３ ５の書類は、前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者につ

いての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。 

  ４ ２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は仮認定特定非営利活動法人が法第５

２条第１項の規定に基づき、所轄庁以外の関係知事に提出する場合には、提出先の団体が定めるところによるこ

と。 
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2019 年 度 事 業 報 告 書 

（2019年 4月 1 日から 2020 年 3月 31日まで） 

特定非営利活動法人北関東医療相談会 

＜社会の背景＞ 

2019 年の一年間は、2018 年までの移民政策を行わないとしているなか、201８年 11 月に「出入国管

理及び難民認定法（出入国管理法）」の改正を拡大方針として閣議決定し行い、2019 年 4 月から新たな制

度が施行された。人手不足が顕著な 14 の業種に限定されているものの、政府はこの新制度によって、今

後 5 年間で最大 34 万 5,150 人の受け入れを表明した。4 月から外国人受け入れ改正入管法が施行され、

特に非熟練分野における外国人労働者の受け入れ拡大として新たに技能実習生の問題が大きく社会の注

目を浴びる年となった。 

技能実習生制度の延長線上に外国人労働力としての位置づけを行った。この拙速な受け入れ態勢はす

ぐ在留外国人の管理強化や非正規滞在者の排除を一層強めるものと危惧された。 

 

2019 年の在留外国人は 282 万 5,873（2019 年 7 月）、当会の支援する地域内における外国人労働者数

は次の通りである。在留外国人数は、東京都 567,789 人、千葉県 156,058 人、茨城県 66,321 人、栃木

県 41,648 人、群馬県 58,200 人、埼玉県 180,762 人、合計 1,070,798 人でした。 

法務省の入国管理局のデータでは、非正規滞在者（オーバースティ）は 74,167 人（2019 年 1月 1日） 

で、前回の 69,346 人（2018 年 7 月 1 日）から増加した。仮放免者数は 2,501 人(2019 年 1 月 1 日)と、

前年 3,106 人（2018年 1月 1日）から減少した。（法務省ＨＰより） 

私たちが、当会を立ち上げたときから心配していた非正規滞在者の実数は、一旦は 5 万人台まで減少

した。技能実習生、そしてその延長線上にある技能研修生と形態は変わっても、貧しい人々の裾野の変化

は増加への傾向にある。 

 

2019年度においては 6回の無料医療相談会を実行できた。医療相談会を実施する中で痛感することは、

就労形態を変えた新しい労働形態により、社会の中で、より複雑で深刻な人権無視の状況をつくりだし

ているということである。2019 年に入ってから妊娠出産に対する支援要請が自治体からも来るようにな

った。仮放免者や難民申請者（非正規滞在者）の置かれている立場は実に厳しい状況に変わりないのであ

る。妊娠出産への支援は 1 年で 5 人であったが果たしてこの人数が良かったのかどうかはわからない、

実際の水面下ではどのように扱われているか心配でもある。こういった中で昨年実施できなかった千葉

県での無料健康診断会が達成できたことは極めて良かったと思われる。 

 2020 年に入ってからは、新型コロナウイルスの世界的パンデミックスを受けて、外国人労働者をとり

まく状況は一変し、働く者の環境は著しく変わりより深刻化した。家賃、生活費が不足していることは問

題となっていった。 

 

1.＜無料健康診断会＞ 

例年同様に、外国籍･生活困窮者の為の保健、医療又は福祉の増進を図る活動として無料健康診断会を

引き続き行ってきた。普段医療機関を受診する機会の少ない国内外の貧困者の結核、成人病などの健康
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診断を受ける機会を提供する。必要に応じて診療所を自前で開設、病院と交渉する。疾病の早期発見を行

い、早期治療につなげる。母国語のレポートによる検診結果報告を行い、本人の健康問題への自覚を促

す。2019 年度の無料健康診断会は 1 年間で 6 カ所を実施し受診者は 362 人、計画では 360 人計画比

100.05％、であった。また前年から企画した千葉県での健康診断会については東葛病院のご理解を得られ

て 9月に執行できたことは良かった。また、千葉県だけではなく群馬県の高崎市では 4年ぶりとなる無

料健康診断会を開催できたことは地域に根差した医療相談会となっていったと思われる。 

◆2019 年年末から始まったコロナウイルスの問題は、2020 年 3 月に企画していた茨城県取手市におけ

る医療相談会はコロナウイルスの感染問題に早期に対応するべく中止とし、合わせて川口報告会、高崎

報告会についても中止としたことは誠に残念なことである。 

会場別 無料健康診断会活動 

 第 53 回  

太田会場 

第 54 回 

 流山会場 

第 55 回  

宇都宮会場 

第 56 回  

清瀬会場 

第 57 回  

川口会場 

第 58 回 

 高崎会場 

日 時 2019 年 

5 月 26 日 

2019 年 

9 月 29 日 

2019 年 

10 月 20 日 

2019 年 

11 月 10 日 

2019 年 

1 月 27 日 

2019 年 

2 月 9 日 

場 所 群馬県太田市 

太田公民館東別

館 

千葉県 

流山市 

東葛病院 

栃木県宇都宮市 

済生会宇都宮病

院 

東京都清瀬市 

信愛病院 

埼玉県川口市 

埼玉協同病院 

群馬県高崎市 

高崎中央病院 

参加人数 79 人  48 人   60 人  38 人  86 人  47 人 

国 籍 15 ヵ国 

ネパール 17 

フィリピン 14 

ブラジル 6 

ボリビア 6 

スリランカ 9 

 11 ヶ国 

モンゴル 10 

ネパール 10 

バングラ 6 

スリランカ 5 

その他 7 

15 ヵ国 

タイ 20 

カンボジア 12 

ブラジル 4 

ペルー1 

モンゴル 7 

 8 ヵ国 

モンゴル・カ

ンボジア・ナ

イジェリア他  

 13 ヵ国 

トルコ 32 

モンゴル 17 

カンボジア 16 

タイ   12 

 11 ヵ国 

カンボジア 7 

スリランカ 7 

ベトナム 7 

ネパール 7 

フィリピン 5 

参加者住

所地 

群馬県 64 人 

栃木県 7 

埼玉県 7 

他   1 

千葉県 33 

東京都 ６ 

埼玉県 ５ 

他   4 

栃木県 39 

埼玉県 10 

千葉県 6 

茨城県 5 

千葉県 13 

埼玉県 13 

東京都 7 

神奈川県 3 

その他 2 

埼玉県 64 

千葉県 16 

東京都 5 

その他 1 

群馬県 22 

栃木県 16 

埼玉県 9 

 

紹介状数 18  6 1 9 7 

結果 

 

 

 

BMI 高 48 

高血圧症 20 

高脂血症 19 

肝機能障害 10 

尿酸値高い 10 

HｂA1c 9 

婦人科 5 

A 9 2 脂質異常 18 A 1 1 

Ｂ 4 11 要観察 18 Ｂ 3 4 

Ｃ 23 20 食事に注意 12 Ｃ 27 16 

Ｄ１ 4 2 高血圧疑 23 Ｄ1 36  

Ｄ２ 6 26 経過観察 20 Ｄ2  2 

E 8 9 肝機能障害 

4 

E 14 19 

   脂肪肝  1 Ｆ 1 1 

   肺に影 Ｇ  3 
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【会場別 無料健康診断会及び報告会活動】 

① 第 53 回 群馬県太田会場 

 無料健康診断会及び報告会 

  実施日 2019 年 5月 26 日（日）10時～14時 30 分 

  場所 太田公民館東別館 群馬県太田市東本町５３−２０ 

  受診者 79人 男 41 女 37   国別 15ヵ国 

  ネパール、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ボリビア他       

参加受診者 ボランティア 82人 

  群馬県 64人 栃木県 7人 埼玉県 7 人 他 2 人 

  無料結果報告会 

  実施日 2017 年 6月 30 日（日）13時～15時  

ボランティア 22人 

    

② 第 54 回 千葉県 流山会場 

  実施日 ２０１９年９月２９日（日）１０時～１４時 

   場所 医療法人財団東京勤労者医療会  東葛病院  

        千葉県流山市中 102-1 

      受診者 48人 男 24 人 女 23 人 国籍 11 ヶ国  

参加ボランティア  

115 人（病院 55人 ボランティア 60人） 

  報告会 １０月２６日（土）午後２時～４時 

    場所 医療法人財団東京勤労者医療会  東葛病院 

 

③ 第 55 回 栃木県 宇都宮会場 

 実施日 2019 年 10 月 20 日（日）10 時～14 時 

 場所 栃木県済生会宇都宮病院・健診センター 

     栃木県宇都宮市竹林町 911-1  

 受診者 60 人 男 18 女 42  

国別 モンゴル、カンボジアが多くいた  

ボランティア 104 人（内 病院 ４９）   

  結果報告会 実施場所 2018 年 9 月 30 日 

 場所 栃木県済生会宇都宮病院 

  

④ 第 56 回 東京都 清瀬会場 

  実施日 2019 年 11月 10 日（日） 

  場所 東京都清瀬市 信愛病院  

東京都清瀬市梅園 2-5-9  
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   受診者 38 名 男 17 女 14  

国別 8 ヵ国 カンボジア、モンゴル他 

   ボランティア 82人   

結果 報告会 日時 11月 24 日（日） 場 所 信愛病院 

     

⑤ 第 57 回 埼玉県 川口会場 

 実施日 2020 年 1月 26 日（日）10 時～14時 

 場所  埼玉協同病院  

     埼玉県川口市木曽呂 1317 

     受診者 90 人 男 31人 女 55人 

 国別 15ヵ国トルコ、モンゴル、カンボジア、フィリピン 

    ネパール、パキスタン他 

 報告会 3月 7日（日）中止   

 

⑥ 第 58 回 医療相談会 高崎会場 

実施日 2020 年 2 月 9 日（日）12 時 30 分～16 時 30分 

場所 高崎中央病院 

    高崎市高関町 498-1 電話：027-323-2665 

    受診者 47人  男 18人 女 29人 

    カンボジア スリランカ、日本、ネパール 

    フィリピン ブラジル ベトナム ペルー ボリビア 

ウズベキスタン バングラデッシュ 

報告会 中止（3月 22 日） 

【会場別 生活習慣病検査結果について】 

2019年度は 7 会場で行われる予定であったが昨年末から始まったコロナウィルスの感染パンデミ

ックとなり、3 月に予定をしていた茨城県取手のあおぞら診療所の健康診断会は中止とした。従って 6

会場の検査結果となった。検査項目は「健康日本 21 健康推進計画」に関するデータを参考に各会場別

に基準値以上率を表に纏めた。 
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・BMI：どの会場も 30％以上だがとりわけ太田、川口、高崎では 50％から 60％を上回る結果となっ

た、中でも 43.1％という数値がみられた。総合判定で食生活の改善と減量を指摘されているが改善でき

る手立てがないのが現状である。 

・収縮期血圧 135ｍｍHg 以上は 38％から 30％と東葛、川口、高崎会場で見られ、全く治療していない

高値 219ｍｍHgがみられた。 

・拡張期血圧 85ｍｍHg以上 4 会場で 20％以上となっている、とりわけ太田会場では 44％の人が高値と

なっていた。 

・総コレステロールはどの会場でも軒並み 30％以上の異常がみられ健康上支障が出てくるのではないか

と危惧される。 

 

 

・中性脂肪も太田、東葛、高崎会場で 3 人に一人は標準外であった。 

・LDL コレステロールも 45％が高崎会場、宇都宮、川口で 40％になろうという結果だが全体では 4 人

に 1人が標準外となった。 

・血糖、HbA1cのおいても同様に基準値以上の割合が多く、血糖：406、310、275mm/dl。HbA1c：14.8％

1 人、11.0 台 3 人、尿糖 4+が 3 人おり、すぐにでも治療が望まれる。 

中には治療中の人もいたが仕事が無く、お金がないため今では 1 ヶ月もインシュリン治療が中断され

ていて「お金がないの」と訴えていた。健康格差についてはアンケート結果からも生活の実態（経済格

差、健康格差）が見えてくると思割れる。 

※太田会場では LDL と HDL 清瀬の信愛病院では HbA1c 採血項目が整っておらず全体の評価につな

がっていません。２０２１年度には全項目を目指します。 



特定非営利活動法人北関東医療相談会 

7 

 

【ボランティア】 

ボランティアの参加は、2019 年 710 人、2018 年は 550 人、前年対比で 129.1％と大幅に増えた。 

2019 年 ボランティア 統計表 
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＜新たな地域での医療相談会の開催について＞ 

 

今年度の特徴として関東という地域を超えて医療相談会が広がっていることである。その一つに当会で

実践していた金悠路先生が岩手県で活動を開始した。 

 

2.個別医療支援活動 

2019年度 医療相談及び生活相談事業 

44件 55 人 

．病気の種類 

 
症状 件数 

1 糖尿病 ９ 

2 妊娠・出産 8 

3 精神疾患 4 

4 消化器系 ４ 

5 心臓・血管係 ３ 

6 腰痛 3 

7 婦人科 ３ 

8 皮膚病 ２ 

9 耳鼻科 ２ 

10 眼科 2 

11 乳がん １ 

12 肝機能 １ 

13 歯科 １ 

14 呼吸器系 １ 

15   

  計  44件 

 

 

医療支援事例 

千葉県：・乳がんによる術後治療（仮放免者） 

・細菌性皮膚炎と肝機能障害（継続） 

・糖尿病 

・うつ病、糖尿病 

群馬県：・歯痛、腰痛（継続） 

2．その他 

精神病の自立支援 1 人（仮放免者） 

フィリピン領事館連携 1 人 

ブラジル領事館 1 人 

出産支援 5 人 



特定非営利活動法人北関東医療相談会 

9 

 

     ・胃炎と高血圧（仮放免者）（継続） 

     ・統合失調症 

     ・妊娠の検査（難民申請中） 

・インフルエンザ、歯痛（ベトナム人継続） 

・うつ病 

・盲腸 

     ・糖尿病 

     ・卵巣機能不全 

     ・妊娠による婦人科検査 

     ・妊娠検査 

   ・妊娠検査 

   ・妊娠及び出産 

   ・妊娠及び出産 

   ・ヘルニア 

茨城県：・糖尿病 

    ・糖尿病 

     ・腰痛（継続） 

腰痛、入管収容 2週間検査 

     ・尋常性乾癬  

     ・糖尿病 

     ・腰痛 

 栃木県 ・妊娠検査 

     ・妊娠および出産（カンボジア人） 

     ・妊娠および出産（ベトナム人） 

     ・妊娠および出産（ベトナム人） 

     ・ヘルニア手術 

     ・胆のう炎及び膵炎 

埼玉県：・健診 

    ・B 型肝炎キャリア 

    ・糖尿病 

    ・婦人科 

    ・拘禁症状 

    ・うつ病 

    ・貧血 

    ・潰瘍性大腸炎 

    ・ものもらい 

    ・子宮内膜症 

東京都 ・子宮粘膜症 
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神奈川県・腰痛 

 

妊娠・出産支援事例 

【事例 1 入院助産】 

母親Ｐさん 

年齢  30歳 

国籍 カンボジア 

住所 北関東Ｏ町 

本人 技能実習生 

難民申請者 特定活動 2ヶ月 2 回目 就労不可 

父親 Ｎさん 

国籍 カンボジア 

職業 技能実習生 

住所 北関東Ｏ町 

初動連絡：地域Ｏ町包括支援センター 

＜経緯＞ 

2019 年 4 月 

国籍：カンボジア人  

言語：クメール語日本語不可  

通訳有：通訳者 アジア食品経営者 Yさん 

出産予定日：2019 年 7月 31 日 

出産時本人技能実習生から難民申請中、父親は無職無収入、所持金無し、かろうじてアルバイトで家賃を

払い友人の支援で生活する。 

群馬県に入院助産制度の申請を実施するが申請書類等未整備につき 6 月申請開始。 

① 担当保健師から支援依頼 当初群馬県には助産制度は出来ないとしていたが、平成 30 年の総務省事

通知をもって交渉し使用可となった。 

② 最初 A 病院は通訳が無いことを理由に診療拒否、次の B 病院では出産時期を調整し受け入れていた

だいた。 

③ 出産病院に入院助産制度の活用を依頼する。 

④ 当初働いていなかったパートナーであったが働き始め、カンボジアの両親に報告、両方の家族から

支援金 10 万円があった。 

8 月 3日 出産 

 経産婦であったことを未確認、自宅から病院までの間に車の中で出産した。 

 

【事例２】 

母親 Kさん 

国籍 カンボジア人 

   年齢 20 歳 
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在留資格 難民申請中 特定活動 2ヶ月 2 回目 

職業 就労不可 無職 

住所 北関東Ｏ市    

   姉 B さんと同居 

パートナー カンボジアにて行方不明 初動連絡：Ｏ市から協力要請 

入国時に妊娠中と判明 

「2019 年 3月に来日 妊娠していた。カンボジア政府と働いていた会社社長の争いが怖く、給料を払っ

てくれないので日本にいる姉を頼って来日した。」カンボジアの言葉クメール語しかできず日本語不可、 

出産予定日：2019 年＊月 26 日→＊月 6日 

県と市を通じて助産制度を依頼するも受診していたＣ医大病院が拒否。 

出産は吸引分娩ということで 80万円の出産、病院へは毎月 1 万円返済で自費対応。 

健康増進課の保健師から支援依頼、全くの無収入であったので食糧や検診費用を当会規定に合わせて生

活と交通費支援をおこなうカンボジアの両親に連絡するも支援できないとの返答。 

検査費を当会規定で一部を支援決定。 

6 月 6日出産 

7 月：出産について支援は定期健診の支援をおこなう。 

9 月：食糧支援について、出産時の手取り 16 万円という姉の収入が安定するまでをめどに実施。カンボ

ジアの姉の実子の費用、K さんと子供の生活費で大変な状態は変わらない。 

10 月：出産支援を再開し、残金の支援を検討することとした。 

2020 年 3 月、残債 70万円のうち 10万円を支援した。当会支援金 10 万円及び食糧支援、通訳費用等 

 

【事例３】 

当事者：Cさん 

国 籍： ベトナム人  

本人の在留資格：非正規滞在者 

生年月日：1991 年 11 月 24 日 28 歳 

住 所：北関東Ｔ市 

病院：O クリニック 

認知有 

出産予定日 

2019 年 11月出産予定  

依頼：2019 年 4月 Ｔ市 保健師 

日本語：日本語不可 Ｔ県国際交流協会から有料通訳依頼 

パートナー：Pさん Ｉ県在住 

 入院助産制度を申請開始 

保健師からの依頼、Ｔ県 A 病院と連携し体制を準備、支援体制に入る。検査費用については一部負担を

検討中。 

ベトナムの家族には、妊婦本人の子供を預かっているために報告支援等はいっさい出来ない。 
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8 月に本人から連絡するも当職と連絡がとれずＴ市子育て支援課から本人たちに話があったというので

9 月に入り連絡をしたがベトナムに帰国したという。 

9 月 15 日現在 停滞する。 

9 月末に、ベトナムにある V 修道女会にて生活していると日本の V 修道会から説明があった。 

出産支援金と生活費及び出産費用として 15 万円をＶ修道女会に依頼して支援する。 

当会支援金 15万円 

 

【事例４ 入院助産】 

氏名：L さん 

住所：北関東Ｏ町 

国籍：ミャンマー 

家族：夫（品川入管に収容中） 

   子（男児 3歳、1歳、いずれも日本生まれ） 

概要： 

・支援団体からの支援要請 

・2014 年に来日。難民申請却下に伴い、2019 年 3月に在留資格を失う（仮放免）。現在 2 回目の難民申

請中。就労不可のために収入 0 円家賃、水光熱費はミャンマーコミュニティ負担 

・ミャンマー出身の永住者が保証人 

・日本語でのコミュニケーションは比較的出来る女性。 

・H 病院で 2 回ほど受診、妊婦健診券は交付されていないため、50万円保証金が無いと継続受診が難し

い状況。予定日は 2020 年 1月 10日。 

地域保健センターと協働を始める。 

① 本人と面談のために自宅へ伺う。 

② 保健センターと助産制度を意見交換し病院側と話し合う。 

③ 当初、52 万円の見積もりであったが話し合いの結果 45 万円までダウンする。 

④ 助産制度を利用しての出産を説明、地域保険福祉事務所と打ち合わせを実施し、病院側と交渉し 37

万円まで下がったので合意する。 

⑤ 11月 16日（土）午前中に病院へ行き話し合う。出産支援体制に入る館林保健福祉事務所より入院助

産の了解を得る。 

⑥ 病院へ 10 万円保証金を預ける。 

⑦ 12月より病院と頻繁にコミュニケーションをとり出産の体制を整える。 

  二人の子ども近くのミャンマー人コミュニティに預ける予定である。 

⑧ 出産のときに誰が本人を病院まで連れて行くのか打ち合わせをおこない、日本人知人に依頼した。 

⑨ 1 月 10 日午前 4 時に出産をした。 出産後母子ともに健康状態は良好であった。 

  生活は相変わらず厳しく、食糧支援は実施中で、家賃、生活費は同国人コミュニティからの支援はか

かせない。 
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【事例 5】 

母親：D さん 

生年月日：1998 年 1月 15 日   

国籍 ベトナム 

在留資格 留学生  

就労制限一部あり（週 28時間） 

住所：北関東Ｕ市   

パートナー：T さん 

就労制限 不可 

2 名 国保有 

出産予定日 2020 年 2月 10 日前後 

2 人はベトナムの中部地域で生活し日本に留学してきた同郷人。 

Ｕ市内の日本語学校で働きながら生活していたが女性のみの就労許可だったので収入が少ない。 

生活費を維持するために同居していたが子供が出来たので相談にきた。 

出産病院は、市内病院となっていた。 

しかしながら病院の医師とのコミュニケーションが出来ずにいた。 

 

課題として 

・行政関係から本人に説明ということで本人たちだけで行き、現状で育てられるかを聞かれたと帰国を

促され帰国を決意した様子であった。後で、調べると「子育て支援」と称して一定の子育て条件に無いと

支援を断念させることが横行し、一部では「横浜方式」と称しているという。確かに一定の条件が整わな

いと育てることは適わない、多くの課題が残るが果たして子育てはそれで良いのだろうか、と疑問が残

った。胎児は母親の中に戻れない、逃げることも出来ない、中絶という選択肢はあるが今回まで出会った

母親たちは、妊娠した子供を産もうとしているのであった。 

・非正規滞在のシングルマザーが日本で子育てしながら日本社会で生き、貢献することも大事ではない

かと強く感じた一件である。また家族全員仮放免、就労不可の状態でいつまで生活が保たれるか疑問が

残るケースもあったが、虐待もなく周囲の同国人の支援もあって生活が成りたっている。 

・病院側は、まったく日本語が出来ないのでは出産は困難と判断したので 12 月初旬に帰国を決意した。

帰国にあたり飛行機代他生活費も無く、一人 200 万円の借金を背負ってのこと、再入国はしばらく困難

となるのでベトナムでの出産費用として 8 万円を当会から V 会修道女を介して支援した。当会支援金 8

万円と交通費と食料支援。当会支援 9万円 

 

3.社会教育活動 

広報事業 

・2019 年 4月 2 日 ＮＨＫ国際ラジオ  

   https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/audio/plugin-20190402-1/ 

・共同通信 2019 年 4月 11 日  

・上毛新聞  2019 年 6月 30 日 無料健康診断会 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/audio/plugin-20190402-1/
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・読売新聞群馬版 2019 年 8月 22日 無料健康診断会               

・カトリック新聞 2019 年 9月 11日 

・文化放送    2019 年 9月 11日 大竹まこと ゴールデンラジオ 

・東葛病院 地域ニュース 2019 年 9 月 29 日 

・赤旗   全国版    2019 年 10月 2 日 

・民医連新聞       2019 年 10月 21日 

・毎日新聞 群馬版    2019 年 10月 30日 

・ディリ―読売      2019 年 10月 30日 

・埼玉新聞        2019 年 11月 13日 

・毎日新聞 デジタル版  2019 年 12月 27日 

・毎日新聞        2020 年 1 月 23 日 

・医学と福音       2020 年 2 月 1日 

・文化放送        2020 年 3 月 16 日大竹まこと ゴールデンラジオ出演 

 

②講演会及び学習会 

・岩手県民医連      2019 年 6 月 28 日 「盛岡医療相談会事前学習会」 

・高村先生を囲んで        7 月 6 日 「全国運営委員会」 

・サードパス           7 月 10 日 「外国人患者の医療受診支援」 

・あじいる設立記念日       7 月 11 日 「あじいる設立記念講演会」 

・群馬県社会福祉士会       7 月 14 日 「外国人支援とソーシャルワーク」 

・栃木県学習会 済生会宇都宮病院 7 月 20 日 「外国籍生活困窮者の妊娠・出産」 

・さいたま学習会         8 月 30 日 「ＷＡＭ事業報告会」 

・東葛病院            9 月 11 日 「千葉県医療相談会事前学習会」 

・東葛病院            9 月 18 日 「千葉県医療相談会事前学習会」 

・生と死のフォーラム       10月 4 日 「壁でなく橋を」 

・岩手県民医連          10月 11日 「岩手県医療相談会事前学習会」       

・反貧困クレサラ         11月 2 日 「第 39回 クレサラ・生活再建問題被害者交流会」  

・明治大学 フランス文学     2019 年 11月 28 日 

       「日本で暮らす外国人−サルトルから考える仮放免者問題と私たち」 

・反貧困ネットワーク埼玉講演会  2019 年 12月 20 日「外国籍在留の困窮支援の現場から」 

・2019 年度 第 2 回理事会     2019 年 12月 28 日 

・高崎中央病院          2020 年 1月 18 日「高崎市医療相談会事前学習会」 

・高崎中央病院          2020 年 2月 5日「高崎市医療相談会事前学習会」 

・聖イグナチオ教会        2020 年 2月 15 日「共同体を生きる」  

・伊勢崎市民会館         2020 年 2月 15 日「外国人技能実習生問題 外国人労働者に学ぶ」 

③ 広報誌（別添資料） 

 ・ニュースレター  2019 年 4月号 12 月月号 
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 ・事業報告書    6 月 

 

４.その他の支援 

・2018 年に続き食料支援を実践していた。食べられない事には健康の維持が出来ないこと、仮放免者や

在留資格の無い人、シングルマザーは収入が無いため彼等にとって食料支援は欠かせない。当初米を調

達するにもお金を支払っていたが、当会が働くことが出来ない、お金の無い人々の支援とわかると毎年 5

ｔ以上のお米が集まるようになった。現金収入がない人への支援は無償が基本とするしかない。 

・健康診断会、1人５Ｋｇ×60袋＝300Ｋｇ×6回＝1,800Ｋｇ 

・毎月の発送、1軒平均１3Ｋｇ×18 カ所＝234Ｋｇ×12月＝2,808Ｋｇ    合計 4,600Ｋｇ 

また、太田市在住の支援者の全面的協力のもと、初めてジャガイモを 100Ｋ生産、2019 年度は 150Kg

以上をめざすことにした。 

 

＜総 括＞ 

1．無料健康診断会と報告会                      

（１）2,019 年度は地域連携による活動が更に強化され   

てきた。 

 岩手県 共催とはいえ盛岡市と一ノ関市の 2カ所で開  

催できた。 

栃木県 栃木県済生会とはより深化した関係を構築でき 2019 年年末出の対応によって仮放免者の生

命が救われることとなったのは大きいことであった。 

群馬県 太田共立診療所、済生会前橋病院、斎藤クリニックとの関係も深まり高崎中央病院とは新たに

無料健康診断会業務を行う事ができた。 

茨城県 済生会龍ヶ崎病院との連携、あおぞら診療所との連携強化が深まった。 

埼玉県 医療生協及び埼玉協同病院との協力関係と済生会川口病院との学習会の交流が盛んになる。 

東京都 信愛病院をはじめに移住連と他団体の情報交流が盛んになる。「あうん」との交流によってま

すますフードバンクの支援及び連携がしやすくなった。また、「神の愛の宣教者会」の支援も

大きく感謝に堪えない。 

千葉県 東葛病院の新しい連携強化によって千葉県に新しい支援基盤ができたことはありがたいこと

である。今後は支援の仕方を含め大切に強化をしていきたい。 

【健診結果から課題】 

健診結果からの課題として不備な点として、全員のＨｂＡ１ｃが出来ていないなどが明確になってきて

いるので次年度以降では修正したい。 

私たちが支援している人々は、認められることのない難民申請者、働いてはいけない仮放免者、特別滞在

を貰っても病気で働けない人、健康保険のない人、健康保険があっても収入が無く途絶えた人、どの人を

とっても健康（いのち）を維持する余裕のない人ばかり、その日１食でも口にできれば良しとする命を守

るとはどのようなことなのだろうか。私たちにの課題は、またこの度のコロナ感染の深刻さは非情事態

です。可能な限り想像力を働かせて健康に安全に近づける手立てを、知恵をください。 

そして共に働きましょう。 
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2．在留資格と保険について 

保険が使えない問題は非正規滞在者にとって死活問題である。日本ほど皆保険が整備され保険が全

ての階層に行き届いているから健康に生きられる。しかし、保険に入れないとなると日本ほど健康格差

を生む社会は無い。無料健康診断会がこのように実践できるのは皆保険制度が崩れているほかにない。

その意味で言うと非正規滞在者は国内で 74,000人もいて一つの町全てが保険がない無保険の世界村が

ある。 

無料健康診断会も個別医療相談も悩みは共通していることがある、健康保険・高額な治療費のことで

ある。在留資格と健康保険は密接に絡んでいて、2018 年 9月までは、在留資格が無くても三等親以内

であれば扶養として協会けんぽにはいることが出来たが 10 月以降は一時入る事が出来なくなった。 

家族内に日本人、日系人定住者等の在留資格者がいて社会保険があれば病気への対応が可能となっ

ていた。このことによって仮放免者の重度の疾病対策への道が開かれていくことになっていたが、しか

し、それも家族が日本にいる者だけのことであった。それ以外は無料低額診療の病院に頼らざるを得な

い。仮放免者の独身者、難民申請者は、働くことが出来ない上に、10 割の医療費では生活はできない、

多くは独身者が多い状況では、いつまでも健康で暮らせるとは思えないので基本的人権の問題でもあ

る。過去、在留特別許可についても日本人妻帯者には配慮がみられる情報があったが独身者には何もな

い。 

 

3．高額な治療を伴う病気は誰が賄うのか？  

高額な治療費と薬代金をどのように集めるかが、今年度もそのまま解決の道筋は大変である。現在、認定

ＮＰＯをめざしているが当会の事務局機能での現状では、申請までに時間がかかり通るのは大変で広く

募金を集める早く方法を見出したい。 

昨年度と同じ構図となるが、健康診断会の結果、癌や難病が判明すると在留特別許可を申請するが時と

して拒否される、今は無料低額診療と福祉の助成でしか対応ができない。 

多くの団体の支援と友情に支えられて現在の事業を行っているが限界もある。若手育成と言うが若手ほ

ど給料を支払うことが大切で、当会はその道筋がようやく見えてきたところである。認定ＮＰＯを取得

し広く支援をいただくことが早道のようにも思え、今春以降の大きな課題となるだろう。 

もう一つの課題は、仮放免者の治療費である。仮放免とは全国の収容施設に収容されている収容者が収

容に耐えられない、という理由で仮放免される。この収容に耐えられないのはほとんどの場合が病気で

ある。いざ収容を解かれると概ね高額な治療費を伴う場合が多く、その治療費は入管では払わない、本人

に高額な保証金を要求して出される。病気付きで収容を解かれることが多い。 

 

アンケートの結果と重ねると、当会に訪れる非正規滞在者の経済格差を明確となっている。①女性が多

い、②若年層と中年層が多い、③10 カ国以上の者が受診している、④滞在年数が短い者の方が多い、⑤

初めて医療相談会に参加する者が多い、⑥借家で暮らし、複数世帯の者が多い点、⑦本人年収が 200 万

円未満の者が多く、埼玉県川口市の居住している人々はほぼ 100 万円台の受診者が多い、現状のアンケ

ートは健康格差があるだろうと推測を感じられる。しかし 2 回の集計なので回数を多くして健診結果と

比較していくとより貧困との連鎖が明確になると推測される。 
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4．食料支援 

「その他の支援」欄に食料支援の実施を記載したが、仮放免者や難民申請者は、無収入の状況にある限

り、生命や健康の維持のため食糧支援を行っていかなければならない。ジャガイモは米よりローカロリ

ーなので、糖尿病が多い対象者にとっては良いと思われるので 2019 年度は生産事業として 200Ｋｇの生

産ができた。2020 年度は太田市の支援者から協力を得て 250Ｋｇに挑戦する。 

5.来期以降について 

この医療相談会の活動は引き続き実践していくこととなり、ボランティアの人数に見られるように関

心は大変高くなってきている。2020 年 3 月の茨城県の医療相談会は新型コロナウイルスによって開催す

ることが出来なかった。この原稿を纏めている時点でもこの一年間の開催は微妙であるが前向きに対応

していきたいと思う。認定ＮＰＯを取得し幅広く支援を願いながらの活動をしていくことが大切である。 

 

① 非正規滞在者が生活するうえで新型コロナウイルスに感染しないように支援する。 

② 無料健康診断会は、社会趨勢を考慮して医療従事者の理解が得られるような体制が整うまで 

順延する。 

③ 個別医療支援については随時対応を検討し出来うるかぎりの支援を実施する。 

④ 妊娠出産の支援についても前年を踏襲して実施する。 

⑤ アンケートを行いより綿密な支援に結び付ける。 

 

 

特定非営利活動法人北関東医療相談会 ２０２０年度理事会議事録抄録 

日 時：７月 18日（土） 午前１０時３５分～１１時３５分 

場 所：埼玉共済会館 6 階ホール  

出席者：後藤裕一郎（理事長）、長澤正隆（事務局長）、塚本巌（理事）、飛鷹昭夫（理事） 

    長澤和子（職員）、押川彰、天田ローランド、天田えり、丸山恵子、福神和子、正木寿子 

欠 席：鈴木美恵子、矢中幸雄、河野順子、黒澤みち子、坂詰未来、大森いくえ 

（参加者は名前、住所、体温を記入、フェイスシールド配布） 

（長テーブルに一人ずつ、距離を保って座った） 

1. 長澤事務局長より挨拶、出席者について、本日のスケジュール、内容についての説明 

2. 後藤理事長より挨拶 

3. 長澤事務局長より、2019 年度事業経過報告と 2020 年度活動計画について 

〇技能実習生の問題、 

〇6回の無料健康診断会を行うことができた。ボランティアの参加も増えたこと。 

〇社会教育活動について 

〇健康維持のための食糧支援活動（お米やジャガイモなど）について 

〇健保に国内居住要件を満たしていないとは入れない問題、群馬県における医療費未払い補填制

度打ち切り問題など、移住連や国会議員と連携し厚生労働省や群馬県に訴えていく。 

〇今年 4月から、非正規滞在者への食糧支援、マスク、石鹸、次亜塩素酸水を毎月発送。昨日は

約 340 軒に発送した。 
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〇8月 30日 前橋協立病院にて無料健康診断会の実施を共同企画する。 

4. 長澤和子さんより会計報告 

会計初心者のため、難しかったが、会計王というソフトを導入し、群馬県 NPO サポートに教えて

もらいながら、頑張った。 

 

特定非営利活動法人北関東医療相談会 ２０２０年度総会議事録 

 

日 時：７月 18日（土） 13 時 07 分～15：20 

場 所：埼玉共済会館 6 階ホール 

出席者：後藤裕一郎（理事長）、長澤正隆（事務局長）、塚本巌（理事）、飛鷹昭夫（理事） 

    長澤和子（職員）押川彰、天田ローランド、天田えり、丸山恵子、福神和子、正木寿子、 

木田かおる、佐藤亮夫妻、荻津守 

    学習会参加者 3 名  

1. 長澤事務局長より 総会員数 131 人中 74人参加（13 人参加＋61 人の委任）により総会成立。 

2. 議長、後藤理事長挨拶 

3. 長澤事務局長より、2019 年度事業経過報告 

4. 長澤和子さんより、会計報告 

5. 長澤事務局長より、2020 年度活動計画と予算について 

 各項目 一括にて拍手にて承認された。 

 

特定非営利活動法人北関東医療相談会 ２０２０年度総会記念学習会 

日 時：７月 18日（土） 14 時 10 分～15時 20分 

場 所：埼玉共済会館 6 階ホール 

出席者：後藤裕一郎（理事長）、長澤正隆（事務局長）、塚本巌（理事）、飛鷹昭夫（理事）以下 12 名 

    講師 栃木県済生会宇都宮病院 参与荻津守 

内容 ：講演「COVID-19 感染症と感染症対策について」 

    病院における感染症対策についてのお話。 

〇職員、面会者の感染対策について 

〇エクモは、台数少なく、日本では先に装着した人の治療が終わるまでは、次の人に装着することはでき

ないということや、エクモを効果的に扱える医者の養成が急務であることなどのお話〇コロナ患者受入

病院が赤字になり、スタッフの配置問題、メンタル問題など、大変な負担がかかっているのが実情で、医

療機関に余裕があるとはとても言えない。〇生活困窮者の増加、DVや虐待の増加、日本で生活している

すべての人々で乗り越えていく意識がなければ勝利はない。 

質疑応答 

〇病院という現場からの感覚で、コロナ感染症は、これからどうなっていくと思われるか？ 

→怖いのは 2 週間後に結果が出るので、予測的観点を持たないといけないと思う。検査が増えたから感

染者も増えたと言われたりするが、これから重症者も増えるだろうし、危険な状況と考えている。 

〇8/30 に医療診断会を開催しようとしているが、開催自体無理ではないかという意見もある。どうした
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ら良いか？→あらゆる対策を皆で良くねり、万が一、感染者がでたとしても、最善の対策を立てていたの

であれば世間も納得すると思う。会場に入る前に熱を測るなどのチェックは必要だと思う。 

〇通訳をするとき、対面ではなく横並びでするなどの対策で大丈夫？→お互いにマスクをして、通訳者

などは、フェイスシールドもするとか、定期的に換気も大切。 

〇エクモの台数が少ない理由は？→エクモを扱える人材不足の問題が大きい。 

〇一般外来の医師、看護師の装備は？→一般外来では、普通の恰好にマスクをしている。 

〇獨協大学では、患者と医師の距離を保つようにしている。 
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          2019 年決算書 収支について 

 

【重要な会計方針】 

財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（2010 年 7月 20 日 2017 年 12月 12 日最終改正 NPO 法人 

会計基準協議会）によっています。 
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以下別紙 
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2020 年度計画について 

1．無料健康診断会と報告会                      

（１）2,019 年度は地域連携による活動が更に強化されてきた。 

   2019 年度は、岩手県 共催とはいえ盛岡市と一ノ関市の 2 カ所で開催、栃木県、群馬県、茨城県  

埼玉県、東京都、千葉県の各県で実施してきたがコロナウイルスの課題を克服することを前提としてで

きるだけ実施して行くことで検討する。 

2020 年 8月 30日 前橋協立病院にて無料健康診断会の実施を共同企画する。 

すでに中止が決まっている太田会場と宇都宮会場の代わりに岩手県、東京都、千葉県、茨城県、高崎会場

を模索する。 

仮放免者、非正規滞在者、難民申請者は日常的に破綻した生活を余儀なくされ、コロナ不況でさらに追い

込まれている彼等の健康状態を把握することが大事である。 

健診内容の充実化 

① 健診内容についてはさらに充実化をすすめ 

・HbA1ｃは全会場で進める。 

②  医療系大学との協働について 

2019 年度は、群馬大学医学部保健衛生室から実習生の受け入れ、順天堂大学（千葉県）との協働 

今期はより具体的に獨協大学との協働を実践する。 

2．個別医療支援について 

① 前年同様の保険が使えない問題については協会けんぽの被扶養者への申請を実践する。 

①  組合健保についても申請を実践する。 

② 今年度のアンケートからこれを参考にして全会場の比較を推し進め、現状の活動が非正規滞在者の健

康に与える影響を明確にする。 

③ 入院助産制度について女性への出産支援として個人負担を支援する。 

④ 時流を鑑み、北関東での PCR 検査を実施できる施設を確認する。 

3．その他の取り組み 

 ①特に、コロナウイルス対策には非正規滞在者は全くの無防備であるのでマスクと次亜塩素酸水を提

供する。 

③ また、金銭的な支援では移住労働者と連帯するネットワークのコロナ基金を活用して家賃を支援す 

るプロジェクトを連動し、家賃と生活費の 2 面立てを実施する。 

 ③ 仮放免者や難民申請者は、無収入の状況にある限り、生命や健康の維持のため食糧支援を行って

いかなければならない。糖尿病患者が多いのでジャガイモはローカロリーなので良いと思われる

ので 2019 年度は生産事業として 200Ｋｇの生産ができた。2020 年度は太田市の支援者から協力

を得て 250Ｋｇに挑戦している。 

④  移住者と連帯する全国ネットワークの団体加盟をします。 

⑤  群馬県における医療費未払い補填制度の見直しについては積極的に取り組みます。 

 5、社会教育事業について 

①  学習会について前年同様に目指します。 
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②  大学生向け学習会の開催 

③  講演会について依頼があればおこないます。 

④  大学向け講演会の開催 

          2020 年度収支計画 

1.財政について 

医療相談会の活動は引き続き実施し、ボランティアの人数に見られるように関心は大変高くなって

きている。 

① 認定NPO を含め活動しやすくするために組織充実 

事務局体制の強化。 

浦和事務所の強化（押川彰、福神和子、丸山恵子、正木寿子、安田恵、大島みどり、長澤和子、加藤

健司、他） 

② 会計ソフトの導入と人材育成（長澤和子、他） 

③ 無料健康診断会は、社会趨勢を考慮して医療従事者の理解が得られるような体制が整うまで 

順 延する。 

関 係 を 構築し実施する。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020年計画書 

実施時期 実施内容 具体的な作業内容 

4月 13日 

4月 

4月 

ニュースレター 

新規事務所移転準備 

 

15号 発行 

 

 

5月 17日 

 

第 59回 医療相談会中止 群馬県太田会場 

6月 14日 

6月 日 

第 59回 医療相談会中止 

総会及び運営委員会延期 

報告会 

 

7月 日 

7月 18日 

高村先生を囲んで中止 

総 会  

茨城県 学習会中止 

埼玉学習会 

 

8月 30日   群馬県 前橋健康診断会 

  

 

 

9月 日 

千葉県 学習会  

 第 60回 医療相談会 

   

流山会場 New 

10月 日  第 61回 医療相談会 宇都宮会場 

11月 日 

11月 日 

省庁交渉 

 第 62回 医療相談会 

参議院会館 

清瀬会場 

12月 日 第 2回 理事会 埼玉事務局 

1月 日 第 63回 医療相談会 川口会場 

2月 日 

 

 第 64回 医療相談会 

 

   高崎会場 

 

3月 日  

3月 日 

 

第 3回理事会 

 

 

埼玉会館 
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特定非営利活動法人　北関東医療相談会　

2020年度収支予算　REV4.00 2020年6月1日 （単位：円）

費目 金額 備考

繰越金 5,000,000 前年度繰越金（6,200,000）

助成金 1,000,000 1200000カリタスジャパン

助成金 9,000,000 福祉医療機構（ＷＡＭ）

助成金 700,000 大阪コミュニティ財団

助成金 2,500,000 庭野平和財団（コロナ基金含む）

助成金 700,000 パブリックリソース財団

助成金 1,400,000 コロナ基金（サレジオ基金、庭野、移住連、その他）

補助金 1,000,000 群馬県共同募金会（赤い羽根）

会費 300,000 会員会費（）

寄付金 1,400,000 会員寄付金及び一般寄付金

事業費総額 23,000,000

費目 金額 内訳

健康診断事業 3,150,800

会場使用料＠30000×1会場=30000円

レンタカー料金@50000円×4回＝200000円

旅費交通費 800,000 ボランティア及び受診者交通費@2000円×400人=800000円

印刷製本費 128,000 チラシ＠16円×4回×2000枚＝128000円

電話料＠10400円×12月＝124800円

インタネット＠10000円×12＝120000円

チラシ＠160円×200部×4回＝128000円

各会場昼食費＠800円×120人×4会場＝384000円

コピー用紙・プリンタートナー他　180000円

会議費（弁当・お茶）等@1000円ｘ60人＝60000円

健診衛生用品等@200円ｘ120人ｘ4会場＝96000円

X線、血液検査費用、子宮頸がん検査、各検査費用

男子＠1300円×125人＝162500円

女子＠3500円×125人＝437500円

活動保険料 50000円

PC・プリンター等　240000円

看護師保険料 @5000×4人＝20000円

新型コロナ事業 3,736,800

雑役務費（マスク） 432,000 ＠10枚×360人×12月÷50＝864×500円＝432000

雑役務費（次亜塩素酸水） 756,000 ＠175円×360人＝63000×12月＝756,000円

雑役務費（固形石鹸） 302,400 ＠70円×360人×12＝302,400

送料 2,246,400 ＠520×360×12＝2246400

医療支援事業 4,050,000

人件費 120,000 支援作業手当　@5000円ⅹ1人12ヶ月＝1200000円

諸謝金 120,000 通訳謝礼＠5000円×2名×12月＝120000円

交通費 240,000 医療支援交通費＠2000円×120人＝240000円

借料損料 200,000 レンタカー料金@20000円×10回＝200000円

診察費 50000円×50人＝2500000円

薬剤費 10000円×50人＝500000円

生活支援 ＠5000円×50回＝250000円

消耗品費 120,000 会議費（弁当・お茶）等@1000円ｘ120人＝120000円

出産支援事業 2,500,000

雑役務費 2,500,000 出産費 ＠250000ⅹ10人＝2500000円

社会教育事業 1,630,000

諸謝金 120,000 講師謝礼@20000×講師2名ｘ3会場＝200000円

会場使用料＠30000×5会場=150000円

駐車料金＠3000ⅹ30回＝90000円

旅費交通費 240,000 スタッフ交通費@2000円×60人=120000円

印刷製本費 160,000 ニュースレター他＠16円×4枚×5回×250部＝80000円

通信費（郵送費） 200,000 ニュースレター他＠160円×250×5回＝200000円

消耗品費 120,000 会議費（弁当・お茶）等@1000円×6人ⅹ20回＝120000円

50,000 省庁交渉諸費

500,000 地域行政連携諸費

管理費 4,723,000

人件費               960,000 事務局専従作業費@80000円×12月＝9600000円

会場使用料＠10000ⅹ1会場＝10000円

駐車料金＠3000ⅹ20＝60000円

理事会会議費@1000円×15人×3回＝45000円

事務局会議費@1000円×5人ⅹ50回＝250000円

通信費 240,000 郵送費他　240000円

HP管理費＠5000円ⅹ12月＝60000円

業務委託費（準委任契約）＠20000円ⅹ12月ⅹ2人＝480000円

認定NPO法人取得手続　1000000円

税理士顧問料（経理・税務管理）＠30000ⅹ12月＝360000円

会計士会計監査費　＠180000ⅹ2回＝360000円

家賃 1,200,000 家賃＠100000×12＝1200000円

雑費 100,000

交際費 200,000

手数料 18,000

その他 6,946,200

職員研修会＠25000ⅹ20人＝500000円

他地域モデル普及費＠200000円

繰越金 6,246,200

事業費総額 23,000,000 合計額OK

予備費 700,000

借料損料 240,000

540,000委託費

雑役務費

借料損料 230,000

消耗品費 495,000

借料損料 70,000

3,250,000

収入

支出

雑役務費

雑役務費 600,000

通信費（郵送費） 372,800

消耗品費 710,000

雑費 310,000
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